
空き家バンク物件登録時の流れ 

 

空き家バンク物件登録相談 

・空き家の情報をヒアリング（告知事項等についてもできるだけ確認） 

・空き家対策協力事業者登録制度について説明 

登録事業者への情報提供を 

希望しない 

登録事業者への情報提供を 

希望する 

空き家バンク物件登録申込 

・登録申込書 

・登録カード 

 
 

個人取引の 

リスクを説明 

空き家バンク物件登録申込 

・登録申込書 

・登録カード（※） 
※物件価格や業者連絡先は空欄とする 

・登録空き家情報提供同意書 

登録内容確認、必要に応じて申請者・事業者に照会、修正 

登録完了・物件情報公開（個人取引・宅建業者仲介の別を明記） 

物件情報調査 

（登記事項証明書、公図、固定資産税情報、道路図、ハザードマップ等） 

物件情報調査で収集した情報を 

登録事業者に提供 

仲介契約 

成立 

仲介契約 

不成立 

登録カード 

清書 

情報提供先事業者決定 

（申請者希望または町指定） 

登録事業者において 

物件調査・査定 

解体について助言 

補助制度案内 

宅建業者の 

仲介なし 

宅建業者の 

仲介あり（※） 

 

※申請者自身で既に業者を 

見つけている場合など 

・物件調査・査定の結果、仲介契約が成立しなかっ

たときは、別の登録事業者に情報提供を行う。 

・登録事業者は、仲介を行わないとした場合であっ

ても、可能な限り申請者への助言に努めることと

する。（売れる見込みがないことを伝える、リフォ

ームや更地渡しを提案するなど） 

・いずれの登録事業者でも仲介ができない物件につ

いては、個人取引での登録とするか、解体につい

て助言する。 

確定した物件価格や 

業者連絡先を記入 

面積や修繕箇所等について

も必要に応じて修正・追記 


